
東京電力HD株式会社　　　

目次 該当項目 理由

Ⅰ　全体工程及びリスク評価について講ずべき事項 ○ 本変更申請は，使用済燃料プール内の燃料取り出しに伴う作業であり，１Fのリスク低減に必要な作業であるため，該当する。

Ⅱ　設計、設備について措置を講ずべき事項 ー （各項目参照）

1　原子炉等の監視 ー 本変更申請は，RPV/PCV/SFP内の使用済燃料等の監視に関する内容ではないため，該当しない。

2　残留熱の除去 ー 本変更申請は，RPV/PCV内の燃料デブリ，SFP内の燃料体の残留熱除去に関する内容ではないため，該当しない。

3　原子炉格納施設雰囲気の監視等 ー 本変更申請は，PCV内の気体の監視等に関する内容ではないため，該当しない。

4　不活性雰囲気の維持 ー 本変更申請は，RPV/PCV内の可燃性ガスに関する内容ではないため，該当しない。

5　燃料取出し及び取り出した燃料の適切な貯蔵・管理 ー 本変更申請は，燃料の適切な貯蔵・管理に関する内容ではないため，該当しない。

6　電源の確保 ー 本変更申請は，特に高い安全機能や監視機能を有する構築物，系統及び機器ではないため，該当しない。

7　電源喪失に対する設計上の考慮 ー 本変更申請は，全交流電源喪失時のRPV/PCV内やSFPへの冷却を確保し，かつ復旧するための手段ではないため，該当しない。

8　放射性固体廃棄物の処理・保管・管理 〇 本変更申請によって，放射性固体廃棄物が発生するため，該当する。

9　放射性液体廃棄物の処理・保管・管理 ー 本変更申請によって，放射性液体廃棄物は発生しないため，該当しない。

10　放射性気体廃棄物の処理・管理 〇 本変更申請によって，放射性気体廃棄物が発生するため，該当する。

11　放射性物質の放出抑制等による敷地周辺の放射線防護等 〇 本変更申請によって，敷地境界における実効線量の影響有無を確認する必要があるため，該当する。

12　作業者の被ばく線量の管理等 〇 本変更申請は，作業者の被ばく線量の管理等を実施する必要があるため，該当する。

13　緊急時対策 〇
本変更申請は，作業時において，緊急時の通信連絡手段や安全避難通路等が，現在準備している施設，運用で問題ないことを確認する

必要があるため，該当する。

14　設計上の考慮 ー （各項目参照）

①　準拠規格及び基準 〇
本変更申請は，果たすべき安全機能の重要度を考慮して，適切と認められる規格及び基準によるものである必要があるため，該当す

る。

②　自然現象に対する設計上の考慮 〇

本変更申請は，自然現象によって安全性が損なわれない必要があるため，該当する。なお，自然現象のうち地震における設計上の考慮

については，原子炉建屋の外壁を一部撤去することから該当するが，「燃料取り出し用構台の変更認可申請（原規規発第2204221

号）」にて，既に説明，認可を頂いている。

③　外部人為事象に対する設計上の考慮 〇 本変更申請は，想定される外部人為事象によって，施設の安全性を損なうことのない設計である必要があるため，該当する。

④　火災に対する設計上の考慮 〇 本変更申請は，火災により施設の安全性を損なわない設計である必要があるため，該当する。

⑤　環境条件に対する設計上の考慮 ー 本変更申請は，新たに設備を設置するものではないため，該当しない。

⑥　共用に対する設計上の考慮 ー 本変更申請は，複数の施設間での共用をしないため，該当しない。

⑦　運転員操作に対する設計上の考慮 ー 本変更申請は，新たに設備を設置するものではないため，該当しない。

⑧　信頼性に対する設計上の考慮 ー 本変更申請は，新たに設備を設置するものではないため，該当しない。

⑨　検査可能性に対する設計上の考慮 ー 本変更申請は，新たに設備を設置するものではないため，該当しない。

15　その他措置を講ずべき事項 ー （各項目参照）

Ⅲ　特定原子力施設の保安のために措置を講ずべき事項 ー
本変更申請によって，「Ⅱ．設計，設備について措置を講ずべき事項」該当項目の適切かつ確実な実施にあたり，保安のために必要な

措置に変更はないため，該当しない。

Ⅳ　特定核燃料物質の防護 ー 本変更申請とは別申請で対応するため，該当しない。

Ⅴ　燃料デブリの取出し・廃炉のために措置を講ずべき事項 ー 本変更申請は，燃料デブリの取出しやそれに関連した措置と関係しないため，該当しない。

Ⅵ　実施計画を策定するにあたり考慮すべき事項 ー

本変更申請は，下記１～３と関係しないため，該当しない。

　１．法第６７条第1項の規定に基づく報告の徴収に従って報告している計画等

　２．原子力安全・保安院からの指示に従い，報告した計画等

　３．法の規定に基づき認可を受けている規定等

Ⅶ　実施計画の実施に関する理解促進 ー 本変更申請によって，理解促進に関する取組みに変更はないため，該当しない。

Ⅷ　実施計画に係る検査の受検 ー 本変更申請は，新たに設備を設置するものではないため，該当しない。

　　

『特定原子力施設の指定に際し東京電力株式会社福島第一原子力発電所に対して求める措置を講ずべき事項』該当項目の整理表

(案件：2号機燃料取り出し用構台設置に伴うランウェイガーダ挿入箇所の施工について)
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